
令和5年度桐生市就学援助制度の御案内

【桐生市教育委員会学校教育課】

○就学援助制度とは

経済的理由によって就学が困難と認められる小・中学校の児童生徒の保護者に対して、学校生活で必

要な費用の一部を市町村が援助するものですも
期間は1年間ですので、1年ごとに申請を提出していただき、審査のうえ支給の可否を決定しますも
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就学援助を申請できる条件について

桐生市内に住所があり、桐生市立の小・中学校に在学中または入学予定のお子さまの保護者で、下記

のいずれかの基準に該当する方6
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ー 三活呆護が‘
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亭止または廃止されたフ

市町村民税が非課税の方

､
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天災等により下了町寸民税の減免を受けた方

天災等により’固人の事業税の減免を受けた方：

天災等により固定資産税の減免を受けた方

国民年金保険料の全額免除を受けた方

国民健康保険税の減免又は徴収猶予を受けた方

児童扶養手当の支給を受けている方

上記以外で、保護者の職業が不安定なため生活

が困難な方

学校徴収金に滞納があり､榔艮･学用品･通学用品

等に不自由していると学校長が認める場合
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ゴ誼9~るときに必要な書類
た
ー 三活呆護亭止・廃止決ズ韮 知書の写し

非課税証明書または所得・課税証明書

※被扶養者を除く世帯全員分

減免通知書の写し

減免通知書の写し

減免遅知害の写し

保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し
心

※被保険者全員分

減免通知書の写し

児童扶養手当証書の写し

所得･課税証明書または給与所得の源泉徴収票､前年分所

得税の確定申告書、経済的状況が把握できる書類など

鐸的状況が把握でき
ノ

※被扶養者を除く世帯全員分

る書類

(注） 税の申告をしていない方は審査・判定ができませんので≦必ず申告を済ませてください。

○申請について

・就学援助を希望される方は、申請書類（就学援助費申請書および口座届）と証明に必要な書類を添えて、

お子さまが通学する小・中学校に提出してください。

・申請書の書式は、学校または教育委員会学校教育課にご用意しておりますも

・世帯を分けていても、生計を共にしている場合は同じ世帯とみなしますも≦

・兄弟姉妹がいる場合はお子さまごと、また､小学校と中学校に通学している場合は､それぞれの学校へ
申請害を提出してください。その場合、証明書類は写しでも結構ですも

・入学準備金（新入学学用品費）の入学前支給を受けた方で、入学後も認定条件に変更がない場合は、改

めて1年生の期間について申請を提出する必要はありません。

申請すれば必ず援助が受けられるとは限りません。世帯の状況を審査のうえ支給の可否を

決定しますので、あらかじめ御了承ください。




